
第11回
勢⽥川等⽔⾯利⽤対策協議会

平成28年11⽉21⽇

資料－４



① 対象区域

② 広報関係

③ 係留船舶実態調査

④ 強制的な撤去措置

⑤ ⺠間マリーナ調査

⑥ 暫定係留施設

⑦ 恒久的係留保管施設

⑧ 重点的撤去区域の設定（河川）

⑨ 放置等禁⽌区域の指定（港湾・河川）

⑩ 条例制定の要否・可否について

▼協議会において協議・検討
していく基本事項(10項⽬）

宇治⼭⽥港、五⼗鈴川、⼤湊川、勢⽥川の河川区域と港湾
区域が重複する区域及びその区域に隣接する施設

前回までの協議事項｜協議会の協議事項

▼協議会対象区域
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23

⼤湊川
（全区間）

五⼗鈴川
（最下流端まで）

勢⽥川
（ＪＲ勢⽥川橋梁まで） 対象区域

42

五⼗鈴川
（汐合橋まで）



 平成29年度までに受⼊先を確保

 平成30年から排除に向けた⼿続き

＜参考＞

国⼟交通省及び⽔産庁による推進計画（H25.5⽉）

＜内容＞

・10年間で放置艇を解消

・保管能⼒の向上と規制措置を両輪とした対策

前回までの協議事項｜今後の⽅針
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▼不法係留船の減少

「５年で解決」を⽬標とする

H27 H28 H29 H30 H31

・現状施設の活⽤（占⽤主体は公募による）
・⺠間マリーナの拡張
・新規施設の設置

Ⅰ 係留場所の確保増

Ⅱ 係留対象船の減

監督処分協議会⽅針周知（撤去指導）
是正指導 強制撤去

H27 H28 H29 H30 H31

警告書送付、看板設置

指⽰書の交付

⾏政代執⾏

「Ⅰ係留場所の確保増」と「Ⅱ係留対象船の減」を
両輪とした対策を推進し、今後5年（平成31年度
中）で解決を⽬指す。



前回までの協議事項｜係留場所の確保増 占⽤主体の決定⽅法

アンケートの結果、係留船の管理を希望する⽅が複数いることがわかりました。
勢⽥川防潮⽔⾨下流左岸船舶係留施設は、係留船の管理を希望する者が不在であったため、公募を実
施しましたが、今後は占⽤主体の決定をスムーズにできるよう下記の通りとします。

▼占⽤主体の決定⽅法
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船舶係留施設の管理に関心のある者を調査

・漁協、自治会、周辺の民間マリーナ等に声掛け
・その他関心のある者を把握

１者のみの場合は、協議会の承認を経て
その者に占用許可

複数いる場合、又はいない場合は、公募

※公募に記載の募集条件について説明する



報告事項｜係留場所の確保増 船舶係留施設の占⽤許可①

▼「勢⽥川防潮⽔⾨下流左岸船舶係留施設」の概要 ▼管理開始までの経緯
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①施設名 勢⽥川防潮⽔⾨下流左岸船舶係留施設
②管理者 特定⾮営利活動法⼈神社みなとまち再⽣グループ
③所在地 三重県伊勢市神社港地先
④占⽤⾯積 約3,243㎡
⑤収容能⼒ 約100隻
⑥占⽤期間 平成28年8⽉1⽇から平成31年3⽉31⽇まで

前回の協議会で占⽤許可申請者の決定について報告をした「勢⽥川防潮⽔⾨下流左岸船舶係留施設」
について、7⽉28⽇に占⽤許可し、8⽉1⽇より管理を開始しました。

⽇時 実施内容
平成27年
8⽉24⽇ 募集開始

10⽉9⽇ 募集締切（１者応募あり）

12⽉16⽇〜
12⽉17⽇

占⽤許可申請者の決定について、協議会各委
員へ持ち回りで説明・了解

12⽉24⽇ 占⽤許可申請者の決定
決定通知書の発送

平成28年
2⽉23⽇

第10回協議会にて
占⽤許可申請者の決定について報告

3⽉18⽇ 当該施設内に係留している船舶所有者に周知
⽂を郵送（1回⽬）

4⽉26⽇ 当該施設内に係留している船舶所有者に周知
⽂を郵送（2回⽬）

7⽉11⽇ 河川法及び港湾法に基づく占⽤許可申請

7⽉19⽇ 放置等禁⽌区域指定の告⽰
説明書を現地に貼付

7⽉28⽇ 占⽤許可
管理開始について記者発表

8⽉1⽇ 管理開始

占⽤箇所



報告事項｜係留場所の確保増 船舶係留施設の占⽤許可②

▼「⼀⾊⼤橋下流左岸船舶係留施設」の概要 ▼管理開始までの経緯
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①施設名 ⼀⾊⼤橋下流左岸船舶係留施設
②管理者 特定⾮営利活動法⼈神社みなとまち再⽣グループ
③所在地 三重県伊勢市神社港地先
④占⽤⾯積 約730㎡
⑤収容能⼒ 約10隻
⑥占⽤期間 平成28年9⽉1⽇から平成31年3⽉31⽇まで

前回の協議会で占⽤主体の決定に向けて⼿続きを進める報告をした「⼀⾊⼤橋下流左岸船舶係留施
設」について、 9⽉1⽇に占⽤許可し、10⽉1⽇より管理を開始しました。

⽇時 実施内容
平成28年
5⽉23⽇ 募集開始

7⽉1⽇ 募集締切（１者応募あり）

8⽉8⽇〜
8⽉9⽇

占⽤許可申請者の決定について、協議会各
委員へ持ち回りで説明・了解

8⽉18⽇ 占⽤許可申請者の決定
決定通知書の発送

8⽉22⽇ 河川法及び港湾法に基づく占⽤許可申請

9⽉1⽇ 占⽤許可

9⽉20⽇ 放置等禁⽌区域指定の告⽰
説明書を現地に貼付

9⽉30⽇ 管理開始をＨＰに掲載

10⽉1⽇ 管理開始

占⽤箇所



報告事項｜係留場所の確保増 係留が認められる施設

現状施設の活⽤を認める箇所

⺠間事業者を活⽤する箇所

活⽤を開始した箇所
凡 例
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重点的撤去区域

⼤湊川
(五⼗鈴川合流点側)

4

⼤湊川(南側流路)

2

⼀⾊町地先船溜まり

7

⼀⾊町物揚場施設

6

ゴーリキ
マリンヴィレッジ

（占⽤済）1

マリーナ伊勢

（占⽤済）3

今⼀⾊漁港区

（占⽤済）5

秀英⼯業

（占⽤済）8

防潮⽔⾨下流左岸

（占⽤済）9

⼀⾊⼤橋下流左岸

（占⽤済）10

神社港（海の駅）

（占⽤済）11



占⽤許可箇所に
放置等禁⽌区域
を指定（港湾）

受⼊先の確保と禁⽌区域の指定

←

勢
⽥
川

⼤湊川→

（港湾法）
第三⼗七条の三 何⼈も、港湾区域、港湾隣
接地域、臨港地区⼜は第⼆条第六項の規定に
より国⼟交通⼤⾂の認定した港湾施設の区域
（略）内において、みだりに、船舶その他の
物件で港湾管理者が指定したものを捨て、⼜
は放置してはならない。

報告事項｜規制の⽅針（港湾）
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▼放置等禁⽌区域の指定

重点的撤去区域(河川)

凡例 放置等禁⽌区域に指定済み 放置等禁⽌区域（予定）

占⽤許可箇所に
放置等禁⽌区域
を指定（港湾）



報告事項｜係留対象船の減 船舶の⾃主撤去及び係留施設の撤去
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▼係留施設の撤去
重点的撤去区域内に壊れたまま放置されている桟橋を撤去しました。所有者を捜索すると共に桟橋の前
に注意⽂・警告書を貼付し、所有者に向けて注意喚起をしましたが、所有者が現れなかったので撤去を
⾏いました。

壊れたまま放置された桟橋 注意⽂・警告書を現場に貼付 桟橋の撤去後状況

▼船舶の⾃主撤去
勢⽥川防潮⽔⾨下流左岸の占⽤許可にあたり、係留の意思がない者への撤去指導を⾏いました。また、
⼤きく傾いた船舶、転覆した船舶を発⾒したため、所有者を調査し撤去指導を⾏いました。これらの取
組みにより、⾃主撤去された船舶が５２隻となりました。

⼤きく傾いた船舶 転覆した船舶に
オイルフェンスを展張

勢⽥川防潮⽔⾨下流左岸係留施設の撤去指導

指導前 指導後
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H22.1 H23.6 H24.1 H25.2 H26.2 H27.2 H27.12 H28.8

4条件×4条件○

今⼀⾊漁港区の
許可により⼤幅に減少

報告事項｜係留船舶実態調査
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▼平成２８年８⽉時点 ▼船舶数の変動（H22〜H28）

４条件○ ２０２隻
４条件× １５２隻

不法係留船 総船舶数 ３５４隻

一色町物揚場施設
１３隻

一色町地先船溜
まり４６隻

一色大橋上下流
(左岸)２２隻

防潮水門下流
３０隻

防潮水門下流
２０隻

一色大橋上下流
(右岸)３８隻

勢田川橋上流
(左右岸)１２隻

防潮水門上流
(左岸)２４隻

防潮水門上流
(右岸)５１隻

大湊川(五十鈴川
合流点側)４５隻

大湊川(南側流路)
３４隻

大湊川(湊橋上流
左右岸)７隻

大湊川(湊橋下流
右岸)１２隻

凡例 重点的撤去区域 重点的撤去区域以外

防潮⽔⾨下流左岸
係留施設の許可に
より減少



現
状
施
設

1.今⼀⾊漁港区 －
2.⼀⾊町物揚場施設 30

3.⼀⾊町地先船溜まり 50

4.防潮⽔⾨下流（左岸） 30
5.⼀⾊⼤橋下流（左岸） 10
6.⼤湊川 80

計 200

⺠
間
マ
リ
ー
ナ

︵
空
き
︶

7.ゴーリキ 30

8.マリーナ伊勢 0

9.秀英⼯業 10

計 40

合 計 240

報告事項｜係留対象船舶数について
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▼ 現在の状況（平成２８年８⽉時点）

２４０隻－２０２隻＝３８隻分 空きあり

受け⽫施設への対象船舶とする４条件 ×隻数

①漁船法、⼩型船舶の登録等に関する法律などに違反
していない。（船舶への登録番号の表⽰など） 46

②所属漁協、⼜は、船籍港が伊勢市内となっている。
27

③漁船登録の検認を受けている、⼜は、船舶検査書の
有効期間内である。 61

④上記に該当しても、平成23年4⽉1⽇以降、新たに係
留が確認された船舶は対象とならない。 18

ただし、現状施設の精査、４条件×の改善及び所有船の放棄が進むことで、数値が変動する可能性があります。

※⺠間マリーナの空きは、国⼟交通省三重河川国道事務所の聞き取り（H28.9.2）による。

係留が認められる施設 係留総船舶数
４条件○ ２０２隻
４条件× １５２隻

４条件×の内訳



▼三重河川国道事務所ホームページ
三重河川国道事務所のホームページに協議会の活動を随時掲載しています。

報告事項｜広報関係
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報道：中⽇新聞伊勢志摩版 平成28年8⽉10⽇（⽔）
内容：8⽉1⽇から防潮⽔⾨下流左岸船舶係留施設の管理を開始したNPO神社みなとまち再⽣グループと三重河川国道事務所への取材

▼船舶係留施設の管理開始についての報道
報道：中⽇新聞伊勢志摩版 平成28年2⽉24⽇（⽔）

▼第10回協議会開催についての報道



協議・検討事項｜係留場所の確保増 占⽤主体の決定に向けて

一色町地先船溜まり

▼平成２８年度に占⽤主体の決定に向けて⼿続きを進める箇所

凡例 占⽤主体を決定する箇所

大湊川
(五十鈴川合流点側)
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平成２８年度に下記の３箇所について占⽤主体の決定に向けた⼿続きを進めていきます。

大湊川(南側流路)

伊勢湾漁協を予定

船舶係留施設の管理に関⼼のある者を調査

専ら漁業に従事する伊勢湾漁協の組
合員の船舶が係留されており、係留
されている施設（斜路）は、公有⽔
⾯埋⽴法に基づき伊勢湾漁協の所有
地となったものである。

船舶係留施設の管理に関⼼のある者を調査
の上、占⽤許可申請者を決定

伊勢湾漁協に河川法及び港湾法の許
可を与え、管理していただくことが
妥当。



協議・検討事項｜係留対象船の減 ４条件の⾒直し
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▼4条件⽬の⾒直し

・「以前から係留していたが、買替えたことにより新規船扱いとなっているから条件を撤廃
して欲しい」という要望が多数寄せられた。

・「以前から係留している船舶を相続した場合や他⼈に譲渡した場合で、引き続き係留する
ときは4条件⽬に違反するのか」という問合せが多数寄せられた。

・「他の3条件を満たし適正に管理しているので、4条件⽬を撤廃して係留を認めてほしい」
という要望が寄せられた。

４条件⽬の適⽤について、買替え、相続、譲渡した場合を想定していなかったことに対応するため、
下記のとおり４条件⽬にかかる考え⽅を定めることとする。

▼背景

平成28年8⽉以降、新たに係留が確認された船舶ではない

平成28年7⽉以前から係留している船舶について、買替えた場合並びに以前から
係留している船舶を相続及び譲渡した場合には4条件⽬は適⽤しない。

平成27年度に実施したアンケートで、下記のとおり要望等が寄せられた。

また、係留スペース（受け⽫）は確保できる⾒込みであることから、※次ページ資料参照 下記のとおり
４条件⽬を⾒直し、平成２３年４⽉〜平成２８年７⽉に係留した船舶は係留を認めることとする。



協議・検討事項｜係留対象船の減 ４条件の⾒直し
▼4条件⽬を⾒直した場合の係留対象船舶数の⾒込み
・平成２７年度に実施したアンケート調査の結果（住所不明で送付できなかった⽅も考慮）と最新の係留船舶実態
調査の結果を基に、４条件⽬を⾒直した場合の係留対象船舶数の⾒込みを試算しました。

・その結果、４条件⽬を⾒直した場合でも係留対象船舶数は２３１隻となり、係留スペース（受け⽫）の２４０隻を
下回りました。

‐14‐
・本試算は、ある一定の条件の下で機械的に試算したものである。
・前提条件には様々なものが考えられ、本試算で用いられたものはあくまで1つの条件にすぎず、計上された計数は試算の前提条件等に応じ変化するものである。

４条件○×の別 船舶
数

係留希望の有無別
船舶数（推計）

４条件○ 220

係留を希望 184

係留を希望しない 36

４条件× 134

係留を希望 47

係留を希望しない 87

２３１隻 ＜ ２４０隻
(係留希望数) (係留可能数）

４条件⽬を⾒直した場合でも
係留可能数２４０隻を下回る



協議・検討事項｜係留対象船の減 所有者不明船の撤去
▼所有者不明船の撤去
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一色町物揚場施設
H31【5隻】

一色町地先
船溜まりH29【2隻】

一色大橋上下流
(左岸) H30【5隻】

防潮水門下流
H30【3隻】

防潮水門下流
H30【1隻】

勢田川橋上流
(左岸)H29【2隻】

防潮水門上流
(左岸)H29【2隻】

防潮水門上流
(右岸)H29【2隻】

大湊川(五十鈴川合流
点側)H29【7隻】

大湊川(南側流路)
H29【6隻】

大湊川(湊橋上流左
右岸)H31【2隻】

大湊川(湊橋下流
右岸)H31【1隻】

重点的撤去区域より上流に係留している船舶の所有者
について調査した結果、所有者が判明したことや撤去さ
れたことにより、所有者不明船は８１隻（平成２７年１
２⽉時点）から３９隻（平成２８年８⽉時点）となりま
した。
引き続き所有者の調査を⾏った上で、所有者不明船は

公告などの⼿続きを経て、強制撤去を⾏う予定です。

▼所有者不明船の撤去計画（案）

※平成２８年８⽉時点の船舶数であり、所有者判明や撤去確認などにより数の
変動が⽣じる場合があります。

平成３２年３⽉までに”不法係留船ゼロ”を⽬指し、４ヶ
年で計画的に実施していきます。

凡例 重点的撤去区域 重点的撤去区域以外

▼強制的な撤去措置の事例

①警告⽂の貼付 ②公告⽂の掲⽰

③撤去作業 ④係留禁⽌の表⽰

一色大橋上流
(右岸)H30【1隻】
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協議・検討事項｜係留対象船の減 是正指導

・協議会⽅針を再度周知するため、2回⽬の啓発チラシを郵送します。（平成28年度実施）
・重点的撤去区域内に係留している船舶所有者に警告書を送付し、現地に警告看板を設置します。
また、それでも撤去しない船舶所有者には河川法第77条に基づき指⽰書を交付します。（平成29年度実施）

▼①啓発チラシの郵送、②警告書の送付及び警告看板の設置



その他｜今後の予定
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